
2広報とちぎ　２月号２０２０（令和２）年１月２０日 発行 今月の注目情報
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とちぎの "今日 "と出会う
TOCHIGI TODAY'S MARKET

　12月 21日、とちぎ山車会館前広場にて、とち
ぎの "今日 "と出会うマルシェイベント「TOCHIGI 
TODAY'S MARKET」が開催されました。この日の
テーマは「クリスマスギフト」。台風19号による中
止を乗り越えて開催されたこともあり、この日を待
ちわびていた多くの人が来場し、とちぎの魅力を楽
しみました。今後、1月 25日（土）、2月 22日（土）
には復興マルシェが、3月 28日（土）には次回の
TODAY'S MARKETが、同会場にて開催されます。

「T-eam」ロゴ
～栃木市は１つのチーム～

　このまちが活き活きと発展していくよう願いをこめて、「T-eam」ロゴ（読み方：チームロゴ）をつくりました。
「T-eam」の「T」には、Tochigi city、Tomorrow、Together などの意味をこめています。横に伸びる
６本のラインは、本市を構成する６つの地域がひとつになって、ともに進んでいくようすをあらわしています。
台風 19号等災害からの復興支援事業や、地域活性化のイベント、個人の名刺など、どなたでも幅広くお使
いいただけけます。費用はかかりません。企業や団体などが使用する場合は、事前に使用方法、
使用目的などをシティプロモーション課あてメール（city-promotion@city.tochigi.lg.jp）にて
ご連絡ください。
　ロゴを旗印として、栃木市の未来へむけて、いっしょに一歩ずつ進んでいきましょう！
　For Tochigi city's tomorrow, let's talk, think, and try all together!!

■わたらせシールラリー２０２０
　渡良瀬遊水地で行われるイベントでシールを集めよう！７枚の「わたらせシー
ル」を集めて応募した人全員に「渡良瀬遊水地マスター」の認定証と記念カー
ドを贈呈。渡良瀬遊水地の魅力たっぷりのイベントにぜひご参加ください！
期 間　12月 31日（木）まで
対 象イベント　栃木市、古河市、小山市、野木町、板倉町、加須市 および 渡良
瀬遊水地関連団体が主催する渡良瀬遊水地イベント。詳しくはチラシまたは
「栃木市渡良瀬遊水地Web」をご覧ください。
応 募方法　「栃木市渡良瀬遊水地Web」に掲載のチラシ（シール台紙）を印刷
のうえ、対象イベントで、「渡良瀬遊水地ロゴマーク」シール１枚以上を含む
合計７枚の「わたらせシール」を集めます。必要事項を記入したシール台紙
をハガキに貼り付け、問合先へ郵送または直接お持ちください。

応募締切　令和３年３月１日（月）※当日消印有効
※ 認定証と記念カードの贈呈式を令和３（2021）年７月に実施する予定です。
詳細は応募締切後、ご応募いただいた方全員にお知らせします。

主 催　渡良瀬遊水地保全・利活用協議会
問合先　遊水地課　☎ (62)0919

「ながら運転」は禁止！
罰則強化されました

　道路交通法が改正され、運転中にスマート
フォン（スマホ）、携帯電話などを使用、スマ
ホやカーナビの画面を注視するなど、いわゆる「ながら運転」に対する罰則が
令和元年 12月１日から強化されました。
　「ながら運転」は周囲の交通状況などに対する注意が不十分となり、事故につ
ながりやすい危険な行為ですので、絶対にやめましょう。

携帯電話使用等（保持）
罰 則　６月以下の懲役または 10万円以下の罰金
反 則 金　（普通車の場合）18,000 円
違反点数　３点
携帯電話使用等（交通の危険）
罰 則　１年以下の懲役または 30万円以下の罰金
反 則 金　適用なし（反則金の制度の対象外となり、すべて罰則の対象に）
違反点数　６点（免停〔免許停止〕となる点数です）

問合先　交通防犯課　☎（21）２１５１
栃木警察署　☎（25）０１１０

各自治体のキャラクターシール
（同じシールが重複してもＯＫ！）

各渡良瀬遊水地ロゴマーク」シール
（必ず1枚以上）

（イラストは「政府広報オンライン」より転載）

▲ロゴ使用について
　詳しくはこちら


